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市営住宅〈空家〉入居者募集
【公営住宅】
団地名 建築年度 構 造 空家番号 浴室 浴槽 給湯器 油タンク アンテナ 汚水処理 家賃月額（円）
森田

第2若緑団地 H18 木造平屋
2連戸3LDK １３号 ○ ○ ○ ○ ○ 合併

浄化槽 27,200～40,500

かしわ団地 H18 木造平屋
　2LDK ２５号 ○ ○ ○ ○ ○ 農集排 25,800～38,400

富萢団地 H12 木造平屋
2DK Ｃ－６号 ○ ○ ○ ○ ○ 公共

下水 20,200～30,100

募集期間 平成２３年１１月１５日（火）～平成２３年１１月２５日（金）
※入居可能予定日は１２月中旬頃となります。

入居者資格

①原則、現に同居し、または同居しようとする親族がいること。（単身での申込可）
②世帯の収入が政令で定める収入基準であること。（月額所得が15万8千円以下）
③現に住宅に困窮していることが明らかな人であること。
④税を滞納していないこと。
⑤入居希望者または同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

必 要 書 類

①入居希望申請書（市役所建築住宅課にあります）
②平成23年度所得証明書
③全税目の未納がないことの証明書（用紙は市役所建築住宅課にあります）
④現在居住している方全員の住民票（婚約中の場合は相手方の住民票の抄本も添付）
⑤入居希望者または同居予定者で障害者手帳の交付を受けている方はその写し
⑥印鑑
※申込者によってその他の添付書類が必要となる場合があります。

選 考 方 法 応募書類を審査のうえ、12月上旬頃に選考予定。

そ　の　他 ・選考された方は、敷金家賃3カ月分、連帯保証人2人が必要になります。
・募集期間中に空家が発生した場合は、市ホームページに追加いたします。

【申し込み・問い合わせ先】建築住宅課　電話42-2111（内線383・386）

　東北農政局津軽農業水利事務所発注の幹線用水路工事
のため、以下のとおり通行止めとなります。
①市道　森田大館線の一部
②市道　森田田園線の一部
③市道　森田十文字線の
　　　　一部が片側交互通行

平成23年10月7日～
平成24年3月20日

④市道　山田吉野線の一部 平成23年11月1日～
平成24年3月21日

【問い合わせ先】東北農政局津軽農業水利事務所
　　　　　　　　工事第一課　電話42-7211
　　　　　　　　土木課　電話42-2111（内線394）

「市道通行止め」のお知らせ
　市道下古川６号線の拡幅改良工事のため、以
下のとおり通行止めとなります。

平成23年11月14日～平成24年3月23日

【問い合わせ先】
　土木課　電話42-2111（内線396）
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平成23年10月から子ども手当が変わりました
　平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により、平成23年10月から平成24年3月31
日まで支給されます。法律の改正に伴い、すべての受給対象者の方が認定請求書を提出する必要があります。
後日、認定請求書を発送します。

●支給対象 ０歳から中学校卒業まで（15歳に達した後最初の３月31日まで）
●支 給 額 子どもの年齢 子ども手当月額（子ども1人当たり）

３歳未満 一律15,000 円
３歳以上小学校修了前 10,000円（第３子以降は15,000円）
中学生 一律10,000円 

●支給時期 平成24年２月 （平成23年10月～平成24年１月分）４カ月分
平成24年６月 （平成24年２月～平成24年３月分）２カ月分

※保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、市が子ども手当から徴収することが可能になります。
次の方は市役所へ届け出が必要です
　　•出生などにより、新たに養育する子どもができた方
　　•既に受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方
　　• 既に受給していて、転入、転出、転居される方（出生日や転出予定日が月末に近い場合、異動日の翌日から15

日以内に申請が必要です。申請が遅れると、遅れた月分受けられなくなりますのでご注意ください）
【問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線239）

平成2４年度母子および寡婦福祉資金予約貸付について
　母子および寡婦世帯の経済的自立を助成するため、高等学校、大学に進学予定のお子さんをお持ちの方で、
資金の借り受けを希望される方に対し、福祉資金予約貸付の受付を行いますので、下記事項をご確認のうえ申
請してください。なお、この資金は他の就学金（県奨学金、日本学生支援機構等）と重複しての申請はできま
せんのでご注意ください。

【対 象 者】　 平成24年４月に高等学校等へ進学または修業施設に入所を希望するお子さんを現に扶養し
ている配偶者のない女子等

【貸付の対象となる資金】　就学支援資金、修学資金、修業資金
【申請方法】　申請には連帯保証人が必要となります。申請書類は市役所福祉課にあります。
【受付期限】　平成24年１月31日（火）まで

【申し込み・問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線233）

人権擁護委員に吉田氏、鳳至氏
　人権擁護委員に吉田惠美子氏（新任）と鳳至満氏（再
任）の2人が10月1日付けで法務大臣より委嘱されまし
た。
　人権擁護委員は、人権相談、人権侵害による被害者の
救済、人権啓発活動など行っており、皆さんの家庭内の
問題、子どものいじめや虐待、隣近所のトラブルなどの
相談に応じます。相談内容の秘密は守られ、相談は無料
です。16ページに相談日を掲載しています。

　　つがる市の人権擁護委員（敬称略）
◎小笠原 金 美（木造）　　◎鳳 至 　　満（柏）
◎葛 西　弘 和（木造）　　◎成 田　房 子（柏）
◎吉 田 惠美子（木造）　　◎黒 滝　清 昭（稲垣町）
◎平 田　昌 子（木造）　　◎村 上　　 喩（車力町）
◎八 鍬 　　久（森田町）

吉田　惠美子　氏 鳳至　満　氏
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第１号被保険者の独自給付
　第１号被保険者に対する独自の給付として寡婦年金と死亡一時金があります。寡婦年金を受
けるための要件と死亡一時金を受けるための要件の両方に該当する場合はどちらかの一方を選
択することになります。
●寡婦年金
　第１号被保険者として保険料納付期間と免除期間を合わせて25年ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基
礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻（婚姻期間が10年以上）が60歳から65歳に
なるまでの間、受けられます。
　年金額… 第１号被保険者期間（保険料納付済期間と保険料免除期間）について計算した、老齢基礎年金額の

４分の３の額。
●死亡一時金
　第１号被保険者として保険料納付済期間が36月（3年）以
上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡く
なったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられるのが死
亡一時金です。
　死亡一時金の額は、保険料を納めた期間に応じて表のとお
りです。
　※ 付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が
加算されます。

（注１） 妻や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
（注２） 死亡一時金を受ける権利は２年を過ぎると時効になりますのでご注意ください。
【問い合わせ先】市民課　電話42-2111（内線261）

「移動年金相談」を行っています
　弘前年金事務所の担当員が丁寧に応じますのでご利用ください。混雑や待ち時間解消のため「完全予約制」
となります。（予約の際は基礎年金番号が必要です）相談にお越しの際は、年金手帳、年金証書、振込通知書な
ど本人であることを確認できるものをお持ちください。
実施日：11月24日（木）、12月21日（水）、平成24年1月25日（水）、2月22日（水）
時　間：10:00～15:00
場　所：つがる市役所2階相談室
※ 代理の方がお越しになる場合は ｢委任状｣、代理の方の身分証明書（運転免許証など本人が確認できるもの）
が必要です。
【問い合わせ先・予約受付】弘前年金事務所　電話0172-27-1309

保険料納付済期間 一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

家畜(鶏含む)飼育業者の皆様へ　毎年定期報告が必要となりました
　昨年の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、家畜伝染病の発生予防、早期の通報、迅速な初動等に重点を置
いて家畜防疫体制を強化するため、家畜伝染病予防法の一部が改正され順次施行されています。その中で、家畜（鶏を含む）の飼
養者は定期報告が義務付けられることとなりましたので、忘れずに報告をお願いします。
●報告対象：鶏（ 青森シャモロック、比内鶏、烏骨鶏、軍鶏、チャボ、声良鶏、金八など含む）、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、

七面鳥、だちょう
　　　　　：鳥類以外（牛、水牛、馬、豚、山羊、めん羊、いのしし、鹿）
●報告期日：平成23年12月15日まで〔平成24年以降：鳥類以外（毎年4月15日）、鳥類（毎年6月15日）〕
●報 告 先：西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所（つがる市木造若竹2-1）
【問い合わせ先】西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所 電話42-2276 　農林水産課 電話42-2111(内線414)




